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事業者の免税点の引き下げ 
　納税義務が免除される課税期間の基準期間におけ

る課税売上高の上限が1,000万円（改正前3,000万円）

に引き下げられました。 

簡易課税制度の適用上限の引き下げ 
　簡易課税制度を適用することができる課税期間の基

準期間における課税売上高の適用上限が5,000万円（改

正前2億円）に引き下げられました。 

　この改正は、平成16年4月1日以後に開始する課
税期間から適用されています。したがって、個人事業
者は平成17年分の申告から、事業年度が1年である
法人については平成17年3月末決算分の申告から
適用されます。 

新たに消費税の課税事業者（申告・納付が必
要な事業者）となる個人事業者や法人は、次
の手続等が必要です。　 

1「消費税課税事業者届出書」の提出 
2 消費税法に基づく帳簿の記載や請求書等の保存 
　なお、課税事業者が消費者に価格表示する場合には、

総額（税込価格）にて表示することが義務づけられてい

ます。 

●消費税の納付に備えて納税資金を積み立てておくと安心です。 
●記帳の仕方や消費税の仕組み等についてお分かりにならな
い点がありましたら、お気軽に最寄りの税務署や税務相談室
までご相談ください。 

消費税が変わりました 

主な改正点 

適用関係 

※大企業は対象外となっております。 
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お申込み・ 
お問合わせ先 

13：30～15：00 
《経営体験事例》 
夢の実現に向けて 
   ～ミルクとワインとクリーンエネルギーの町 

くずまきの挑戦～ 

◆講　師　中村 哲雄 
 　【葛巻町長・葛巻町畜産開発公社理事長 

葛巻高原食品加工（株）社長】 

◆日　程  平成17年1月12日 13：30～18：30 
◆会　場  盛岡市山王町・岩手県自治会館 
 

◆受講料 約8，000円 
 （受講者数により変動・定員30名で約半額） 

◆情報交換会／希望者のみ／会費：3000円 

経営者大学　トップマネジメントセミナー 
 県内企業の経営事例を紹介するとともに、2005年の経営環境、経営課題について解説します。 

15：00～18：30 
《景況見通しと経営課題》 

第一部　2005年の経営環境を読む 
第二部　2005年の経営課題 
業界情報交換 

◆講　師　石黒　重光【（株）エム・イー・エル】 
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